
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                  長崎税関からのお知らせ 

「税関資料展示室・ミニテーマ展」の開催    
         長崎税関では、特定のテーマにスポットをあてたミニテーマ展を開催しています。 

２月からはテーマを「知的財産侵害物品の水際取締り」とし、知的財産の概要、 

取締りの目的、最近の知的財産侵害物品等について、説明パネルや侵害物品の実物展示

をしています。 

また、長崎税関の歴史や業務内容、コピー商品などを展示した常設展もあります。 

この機会に是非お出で下さい。 
 

・期間：平成 26 年 2 月 3 日～26 年 3 月 31 日（土日祝除く） 

・時間：午前 8時半～午後 5時 15 分 

・場所：長崎市出島町 1-36  長崎税関 1階ロビ－ “入場無料” 

    

     【お問合せ：長崎税関・税関広報広聴官 095- 828-8606】 
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